
～受賞直後の効果～

・公民館に記念の石碑を
設置するなど地域住民
のモチベーションが高ま
り、先進的に取り組む機
運は現在に継承

・行政支援等を踏まえ、
ほ場の大区画化、パイプ
ライン化に取り組み、大
半の農家に後継者が存
在し、優良農地が維持

・農地を維持しながら山
林等を活用して各種工
場を誘致し、地区の人口
が増加

・非農家が増加してきた
中で、子供会等を対象に
農業体験学習を実施

農林水産祭むらづくり部門 三賞受賞地区のフォローアップ

受賞者： 大木区 （愛知県豊川市一宮町）

○地区の山林の散逸を防ぐため地区住民の寄付で社団法人「報公社」を設立して50haの山林を購入し、共有林とし地区活動の財政基盤を構築。
○報公社の共有林材を利用して県下初の公民館を独自に建設し、活動の拠点とする。
○東名高速道路の開通（豊川ＩＣに隣接）を契機に土地利用計画を作成し、土地の用途区分を明確化して工場誘致および農地集約に取り組む。
○第一次農業改善事業に取り組み圃場整備を完了、稲作の省力化を推進。豊川用水の通水を契機に稲作の近代化、施設園芸、果樹作を導入。

むらづくりの経緯

生産活動の特色

地域づくりの特色

○圃場整備を進め「大篠営農組合」を組織し農業機械の共同利用
等で稲作の省力化に取り組む。

○共同育すう施設、ハウス設置、広域集荷場設置による近代化に
取り組む。

○大木地区農政推進協議会により土地利用調整、施設園芸団地・
養豚団地・養鶏団地の造成に取り組む。

○水稲、施設園芸、果樹、畜産とバランス・連携のとれた「地域複
合型」農業を展開し県下有数の一戸あたり農業粗生産額を実現。
○一坪農園の設置、野菜等の直販による地域住民の交流。

○地区民により設立された「社団法人報公社」による共有林の運用
収益を、地区内子弟への奨学金制度、地区内各種活動への助成
に活用するなど地区活動の財政基盤を構築。
○公民館活動の一環で、広報誌「おおぎ」を年２回発行することで、
新旧住民の融和に取り組んでいる。
○工場排水の公害問題を契機に自然保護、地域資源への関心が
高まり、地区を流れる帯川の源氏ボタルの保護活動や不動の滝の
整備に取り組んでいる。

受賞当時 現 在（令和４年）

評価ポイントの取組状況

今後の展開

○営農組合は解散したが、地区の水田は営農組織に引き継がれて
おり、個々の農家や営農組織の規模拡大により農地が集約され、
優良農地が維持されている。

○大木地区農政推進協議会が中心となり、地区の農業関連事案に
対応するなど、地区の農業振興に取り組んでいる。
○大半の農家に後継者が存在し施設園芸も維持している。
○農家個々が非農家に対し農地を貸す取組が行われており、JAグ

リーンセンター（直売所）がその農産物の出荷先となっている。農地
を借りる非農家は高齢者が多く、農産物の生産・販売が生きがいを
生み出し、また直売所が高齢者と消費者の交流の場となっている。

○ホタルの保護活動や、地元史跡の清掃作業などを農家・非農家
の区別なく地区総出で行うなど、環境保全活動に取り組んでいる。

○地区の小学生を対象に稲作体験学習を実施、田植えや稲刈り脱
穀作業に親子で参加してもらい、米の試食会も実施している。

○地区のシンボル的存在である公民館「大木会館」は、管理運営を
市に頼らず独自で運営しており、運営費は町内会費の一部で賄っ
ている。

○受賞当時と比べると非農家が多くなっているが、非農家や新し
い住民にも地区活動に積極的に参加してもらい、新しいアイデア
や発想を活かして、さらに活動を進めたい。

○余剰農地を活用し、定年帰農者の農産物直売所への出荷も見
越しての貸し農園・体験農園を実施拡大していきたい。

受賞年
昭和61年



農林水産祭むらづくり部門 三賞受賞地区のフォローアップ

受賞者：小串郷自治会 （長崎県南松浦郡新上五島町）

・小串郷は、五島列島中通島の新上五島町新魚目地区（旧新魚目町）に位置し、三方を海で囲まれた266世帯（うち漁家82世帯）の漁村集落。

・小串郷とほぼ同一の区域を管内とする漁協は、多額の累積赤字を抱えたため、議論を重ねた末に従来の経営団方式による定置網から、漁協による自営事業
に運営方針を刷新した。
・このことが契機となり、結束した住民による手作りの村整備が始まり、むらづくり基金による住環境の改善、文化活動の活発化等多彩な活動を展開。

むらづくりの経緯

生産活動の特色

地域づくりの特色

～受賞直後
の効果～

○定置網事業、魚類養殖事業、水産加工事業等の漁協による広
範囲の自営事業に冷凍冷蔵施設を活用することで健全な漁業経
営の基盤を確立し、赤字経営を解消。

○加工所の建設で、地区の女性や高齢者の安定した就業場所が
確保され、加工品の付加価値を高めることで、地場産業が急速に
成長。

○豊作・豊漁を祈願する「祇園祭」、お盆に郷の組対抗で競漕する
「ペーロン大会」等、年間を通して多彩な伝統行事を行うことで集
落の結束力を維持。
○2年間かけて集落環境点検を行い、住民の協力体制と話し合い

を受けて、運動場の整備、金網フェンスの設置、防風垣の植樹等、
手づくりでの村整備を実施。

○「いわしを食べてむらおこし」をキャッチフレーズに、県外の他町
村との交流「いわしシンポジウム」を開催し、郷土の見直しと山村
と人や物との交流を図る。

受賞当時 現 在（令和４年）

評価ポイントの取組状況

○受賞当時は新魚目町の自治会であったが、現在は平成16年8月に中通島、
若松島内の5町が合併した新上五島町の自治会となっている。令和3年12月
末現在、小串郷の世帯数は220世帯まで減少しているが、「祇園祭」、「ペーロ

ン大会」等の行事も引き続き実施されており、地域色豊かな漁村集落として存
続している。
○小串郷の北魚目第1漁協を含む、3つの漁協が平成9年4月に合併し、新魚目
町漁協となる（R3年3月末時点、正・准組合員574名、漁家世帯数522世帯）。

漁協の管内が他地区まで広がったことで、自治会と漁協との直接的関係は無
くなっているが、漁協は集落内で、自営で定置網漁業やトビウオ、イカの加工
事業を継続して取組んでおり、「五島あごじまん」は五島列島を代表する地域
産品となっている。

○小串郷内には漁協の他にも、水産加工品の生産、販売を行う会社が加工場
を新設するなど、漁協の加工品と並び、新上五島町の特産物として、島内外
へ販路を伸ばし、雇用の場となっている。

○空家を活用し島外から移住促進を図ったことにより、島外移住者が増え、中
には島外の子供達と交流する「しまキャンプ」の受入れ経験を活かし、新たに
離島留学生を受入れて自然体験、環境学習、農漁業体験を一年を通して生
活の中で行うことで力強い児童を育てる活動を行うなど地域の活性化に繋げ
ている。

○特産のトビウオ（あご）を中心とした水産加工品の販路拡
大等
○平成30年7月に世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連遺産」として登録され、曽根教会や温泉宿泊
施設のリゾートホテルを有する小串郷においても、教会巡
り等で島外からの観光客増加が期待されている。

今後の展開

受賞年
昭和61年
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